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１ はじめに 

  本市の公民館は、貫井北分館を除きいずれも設置から３０年以上が経過しており、

施設や付帯設備、備品類等の老朽化が進んでいることから、修繕費等に多額の予算

を必要としています。また、物価高騰等の影響により、電気・ガス・水道料金等の

光熱水費、清掃・点検等の維持管理費も年々増加しており、限られた予算の中で、

これらすべてに対応していくことが難しい状況となってきています。 

  市教育委員会といたしましては、人口減少社会の進行に併せ、全国的に公共施設

の縮小等が求められている中にあっても、市民の皆様が自ら集い、学び合う場であ

る公民館を守り続けたいとの想いから、公民館を更に有効活用し、財源を確保でき

る方法について検討を進めてまいりました。そして、それには、公民館に使用料を

導入させていただくことが有効であるとの結論に至りました。 

公民館施設への使用料導入については、公民館運営審議会にご協力をいただきな

がら、協議、検討を行ってきました。令和７年８月に、第３７期公民館運営審議会

から「小金井市公民館の施設使用料の導入について」の提言を受け、公民館の各部

屋を、公民館使用登録団体が使用許可を受けて利用する、いわゆる一般利用におい

て、使用料を導入することが適当と判断いたしました。 

公民館が地域の実情や住民ニーズに合わせて、多様な活動を支援する拠点として

今後もあり続けるために、令和８年９月使用分から、新たに使用料を導入したいと

考えています。 

   

２ 公民館を管理運営するための経費について 

  公民館を管理運営するためには、毎年、電気・ガス・水道料金などの光熱水費や

清掃、修繕などの経費が必要となります。 

  市内の公民館５館全体で、令和６年度に要した主な経費は次のようになっていま

す。 

⑴  光 熱 水 費：約１，６１２万円（電気・ガス・上下水道料金） 

⑵  委 託 料：約２，０５１万円（清掃委託、冷暖房保守点検委託等） 

⑶  修 繕 料：  約２４８万円（公民館施設の修理費用） 

  このほかにも、消防設備保守点検やエレベーター保守管理などの経費も毎年必要

となっており、令和６年度に５館の運営や維持管理等に必要となった経費は、約３，

９００万円となっています。詳しくは、「参考資料１（Ｐ４）」をご覧ください。 
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３ 「受益者負担」という考え方について 

  公民館に導入する使用料は、民間事業者等が施設を貸し出す際に、その機能の対

価として徴収する使用料とは異なり、受益者負担という考え方に拠ります。受益者

負担は、公共利用を目的に、税金により設置した施設を、個人等が使用許可を受け、

個人的に使用する際に、公平性確保の観点等から、最低限の使用料をいただくもの

となります。 

  市では、平成１４年６月に「小金井市における受益者負担の適正化に関する基本

的な考え方」を策定し、使用料等を徴収する目的として、以下の３つの基本原則を

定めました。（ここでの「受益者」とは利用者を指します。） 

 

① 効率性の確保  受益者に負担を求めることにより、キャンセルなどによる

施設の利用効率の悪化を防止し、市民の効率的な利用を図る

とともに市民サ－ビスを充実する。 

② 公平性の確保  ある特定の市民を対象とするサ－ビスについて、利用者と

非利用者との間に不公平をもたらさせないよう、受益者に適

正な負担を求めることにより、実質的な公平性を確保する。 

③ 歳入の確保   受益者に負担を求めることにより、歳入を確保し、財源配

分の効率性を図る。 

 

４ 今回導入する使用料について 

 公民館は、社会教育の振興等を目的に設置された公共施設であることから、今後

も、市が実施する講座への参加や、個人等が社会教育目的等で使用する場合は無料

もしくは減免となります。 

具体的には、①市、教育委員会等が使用するとき、②障がい者、介護者及びその

支援者で構成する団体が使用するとき、③社会教育関係団体又は福祉団体が使用す

るとき、④主に１８歳以下の者で構成される団体が使用するときについては、無料

とすることとしています。また、①から④に該当しない公民館使用登録団体が使用

する場合は、使用料を１/２減額することとしています。 

また、使用料をいただく場合も、施設利用に係る利益を受ける範囲において、最

低限の使用料をお願いしたいと考えており、おおむね１時間当たり１００円から２

００円までとしています。詳しくは、「参考資料２（P５、P６）」をご覧ください。

お支払いいただいた使用料は、公民館の光熱水費などの維持管理費に使わせていた
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だきます。 

なお、多摩２６市には公民館を設置している市が１８市ありますが、本市と同様

の理由から、既に使用料を設定している市が１４市あり、徴収した使用料を公民館

の適切な維持管理等に活用しています。 

  今回の使用料の導入は、公民館を将来にわたって維持し、地域活動の大切な拠点

として守っていくために行うものです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

●対 象 施 設   公民館本館、貫井南分館、東分館、緑分館、貫井北分館 

●貸 出 区 分   １時間単位 

●使 用 料  １時間当たり おおむね１００円から２００円程度  

         ※無料・減額の場合あり 

●お支払い方法  キャッシュレス機能付き券売機を導入予定 

●導入予定時期  令和８年９月使用分から導入予定 
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（参考資料１） 

 

直近３年における公民館５館の管理運営経費 

 

（単位：千円） 

区   分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

電気料金 １１，００８ ９，７１３ １１，４２４ 

都市ガス料金 ２，３０４ ２，３６５ ３，０９０ 

上下水道料金 １，３８６ １，４９６ １，６０８ 

修繕費 ２，７９５ ２，５８１ ２，４８２ 

委託料 １８，７１８ １８，９５７ ２０，５１６ 

賃借料 ８０９ ８０９ ８０９ 

計   ３７，０２０ ３５，９２１ ３９，９２９ 

※ 運営経費については、複合施設となっているため、決算額に対して、公民館、児

童館、図書館を面積比で按分し、算出しています。 
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（参考資料２） 

 

各部屋の定員及び１時間当たり使用料 

 

施 設 部 屋 定 員 
使用料      

（１時間当たり） 

 

 

公民館本館 

 

学習室Ａ ２０人 １００円 

学習室Ｂ ４０人 ２００円 

集会室 ３０人 ２００円 

貫井南分館 

学習室Ａ ３５人 ２００円 

学習室Ｂ ３５人 ２００円 

学習室Ｃ ３０人 ２００円 

視聴覚室 ２０人 ２００円 

集会室Ａ ３０人 １００円 

集会室Ｂ ２５人 １００円 

東分館 

学習室Ａ ３０人 ２００円 

学習室Ｂ ３０人 １００円 

家事実習室 ３０人 ２００円 

生活室 ２０人 １００円 

視聴覚室 ２０人 １００円 

 

 

緑分館 

 

 

 

 

 

学習室Ａ ２５人 ２００円 

学習室Ｂ ２０人 ２００円 

学習室Ｃ ２５人 ２００円 

家事実習室 ５０人 ３００円 

生活室 １５人 １００円 

レクリエーション室 １１０人 ６００円      

研修室Ａ 

 

２０人 １００円 

（宿泊の場合は１０人）  
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研修室Ｂ 
１０人 １００円 

（宿泊の場合は５人）  

研修室Ｃ 
１０人 １００円 

（宿泊の場合は５人）  

視聴覚室 ４５人 ４００円 

集会室Ａ ２５人 １００円 

集会室Ｂ ２５人 １００円 

貫井北分館 

学習室Ａ ３０人 ２００円 

学習室Ｂ ２７人 ２００円 

学習室Ｃ ８人 １００円 

学習室Ｄ １５人 ２００円 

生活室Ａ ８人 １００円 

生活室Ｂ １６人 ２００円 

ＩＴルームＡ ８人 １００円 

ＩＴルームＢ ８人 １００円 

創作室 ２４人 ２００円 

北町ホール ７０人 ５００円 

スタジオ ５人 １００円 

 

※ 無料対象ではない公民館使用登録団体が使用する際の使用料は、上記金額の１/２

となります。 


